
 
 
 

第２期美幌町自殺対策計画 

令和６年度(2024 年度)～令和 10 年度（2029 年度） 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

令和６年３月 

美    幌    町  



は  じ  め  に 

 

我が国では、年間 2 万人を超える方が自ら尊い命を絶つという深刻な事態が続い

ており、近年は、女性や未成年者の自殺死亡率が増加しています。 

そのような中で平成 28 年４月に自殺対策基本法が改正され、平成 29 年 7 月に

は自殺対策の実行計画である自殺総合対策大綱の見直しがなされました。 

この大綱において、地方公共団体は国と連携し、各関係機関・団体と緊密に連携・

協働しながら、自殺対策を推進することがうたわれています。 

美幌町では、平成２１年をピークに減少の傾向にはあるものの、自殺死亡率は北海

道の平均及び全国平均を大きく上回るという危機的状況にあります。このような状況

を打開するため、平成３１年に「美幌町自殺対策計画」を策定し、「生きることの包括

的な支援」として行政や関係機関が特に取り組むべき施策を定めています。 

引き続き、この計画において目指す「ひとがつながる、いのち支えあうまち 誰も

自殺に追い込まれることのない美幌町」の実現に向けて、町民の皆様をはじめ、関係

機関の皆様と手を携えて取り組んで参りたいと考えておりますので、より一層のご理

解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

おわりに、この計画の策定にあたりまして、ご審議いただきました「美幌町障害者

自立支援協議会」の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見やご提案をいただきました町

民の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 令和 6 年３月 

                   美幌町長 平 野 浩 司 
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